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令 和 2年 3月 太 子 町 教 育 委 員 会 （ 臨 時 会 ） 

会 議 録 

 

令和 2年 3月 12日午後 12時 00分より太子町教育委員会を B301会議室に招集した。  

 

１．議  事  日  程  

 

  第 1．開会・教育長あいさつ  

 

第 2．前回定例会会議録の承認  

 

  第 3．本日の会議録署名委員指名  

 

  第 4．協議  

     新型コロナウイルスに伴う今後の対応について  

 

第 5．議    事  

     議案第 25号  令和元年度要保護・準要保護児童生徒の認定について  

 

  第 6．その他  

     各種審議会委員の決定について  

 

２．本日の会議に出席した教育委員  

  教育長職務代理者  福田敏博  

  委員        三浦淳子・圓尾健太郎・福田秀樹  

 

３．本日の会議に出席した事務局職員  

教育長         沖汐  守彦  

教育次長        栄藤  雅雄  

管理課長        山本  紀弘  

社会教育課長      田中  幸代  

文化推進課長      北   陽一郎  

管理課副課長      改野  学由  

管理課係長       宗野  義和  
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令和2年3月12日 午後12時00分開議 

 

教育長    本日は、お忙しい中、臨時教育委員会にご出席下さいましてありがとうございます。

ただいまから、令和 2年 3月の臨時教育委員会を開会いたします。 

       前回臨時会会議録の承認を福田敏博委員と福田秀樹委員にお願いします。 

       続いて、本日の会議録の署名委員を福田敏博委員と三浦委員を指名させていただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

       また、本日の第 25 号議案につきましては、個人情報保護等の観点から非公開とさせ

ていただきますがよろしいでしょうか？ 

各委員    結構です。 

教育長    ありがとうございます。それでは、非公開とさせていただきます。 

 

     ●協議 

 

教育長    ＜新型コロナウイルスに伴う今後の対応について＞説明 

       それでは、新型コロナウイルスに伴う今後の対応について報告いたします。 

       本日 16 時から県の本部会議が開催され、その後、県知事の記者発表が予定されてい

ます。その内容ですが、現在、兵庫県内でコロナウイルスの感染者が増加傾向にあ

ることから、臨時休校期間を延長するというものです。期間は令和 2年 3月 16日（月）

から令和 2年 3月 24日（火）です。ただし、学校現場の事務等を考慮し、市町教育

委員会の判断で、2日を限度として登校日も設けても良いというものです。 

       そのため、事務局で協議し、登校日（候補日）の案を決めました。ただし、午前中を

基本とし、給食は無しとします。 

       まず小学校ですが、3月 16日（月）と 3月 19日（木）を登校日としています。その

後、3月 23日（月）に卒業式を行い、3月 24日（火）に終業式を行う予定です。 

       次に中学校ですが、3月 16日（月）を登校日としています。その後、3月 17日（火）

に卒業式を行い、3月 24日（火）に終業式を行う予定です。 

       最後に幼稚園ですが、引き続き登園とし、3 月 19 日（木）に修了式を行い、3 月 24

日（火）に終業式を行う予定です。ただし、この後、臨時の校園長会を開きますの

で、登校日については、そこで変更になる可能性があります。また、町内に感染者

が出た場合は、この限りではありません。 

       次ページをお願いします。小学校の離任式が 4月 2日（木）の予定です。現時点では、

健康管理及び感染症予防対策の徹底を行いつつ予定どおり実施としています。 

       中学校の部活動については、3月 16日（月）から 3月 24日（火）までは中止としま

す。ただし、3月 25日以降は、今後、検討を行います。 

       学校施設の使用については、3月 31日（火）まで使用中止とします。以上です。 

教育長    ご意見、ご質問はございませんか？ 

委員     幼稚園は引き続き登園するということですか？ 

教育長    引き続き登園としています。 
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委員     休校期間ですごく間が空きすぎているので、学校現場が困っていないか心配ですね。

なお、中学校の部活動については、感染リスクを考えると、中止もやむを得ないと

思います。 

教育次長   先程、教育長より説明がありましたが、現在の社会教育施設ですが、図書館と歴史資

料館については閉館しております。あと、地域交流館 1 階の交流ラウンジについて

も、閉鎖しております。ただし、貸館については、文化会館、地域交流館、公民館

とも、受付を行っております。南総合センターの 1 階のフロアについても閉鎖して

おります。以上です。 

委員     小中学校の卒業式ですが、今のところ教育委員のみの出席予定とのことですが、幼稚

園の修了式はどうなりますか？ 

教育長    幼稚園については、教育委員会からも出席できると思います。なお、教育委員会告辞

については、小学校、中学校、幼稚園すべて印刷しますので、告辞文を読んでいた

だく必要はありません。 

委員     中学校の部活動について、3 月 25 日からは検討中とのことですが、仮に行うとして

も、対外試合は中止になると思いますので、練習のみという認識でよろしいですか？ 

教育長    練習のみになると思います。 

委員     告辞の内容ですが、当日まで分からないということですか？ 

管理課副課長 はい、教育委員会で統一し、小学校の場合、4校同じものが印刷物として載る予定で

す。 

教育長    他にご意見、ご質問はございませんか？ 

各委員    ありません。 

教育長    次に 5番の議事に移りたいと思います。それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

      ●議案 

 

管理課課長  ＜第 25号議案「令和元年度要保護・準要保護児童生徒の認定について」朗読＞ 

 

       上記 1議案については個人情報保護のため非公開 

 

      ●その他 

管理課係長  ＜各種審議会委員の決定について＞説明 

 

教育長    本日の会議は全て終了しましたが、その他事務局より何か連絡事項はありますか。 

   他に連絡がないようでしたら、それでは、3月の臨時会はこれで終了させていただき

ます。ご苦労様でした。 

令和 2年 3月 14日 午後 0時 30分閉議 

 

 

 


